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日本テコンドー協会審査法

ＪＴＡ再入門者黒帯復活審査法

２０１２年５月３日

日本テコンドー協会

理事長 河 明生

日本テコンドー協会（以下、ＪＴＡ）は、

「ＪＴＡ再入門者法２０１１年８月１日付 （ＪＴＡ本部ＨＰコンテンツ第１段第１列右「ＪＴＡ法」参照 」」 ）

に該当する元ＪＴＡ有段者に対する黒帯復活審査を次のように定める。

第１条 ＪＴＡ再入門者黒帯復活審査受験の対象者

本審査の対象者は、ＪＴＡ元初段に限る。元二段以上に対しては別途定めるものとする。

第２条 要件

再入門者が黒帯復活審査を受験するためには、下記の要件をすべて満たさなければならない。

１，社会性

①再入門時、未納分のＪＴＡ年会費を全額納めなければならない。

②再入門したクラブ・同好会所定の会費を遅滞なく納めていなければならない。

③再入門後、各種トラブルを起こしていない者でなければならない。
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２，黒帯技術の再修得

①再入門後、半年以上、持続的に所属クラブ・同好会の稽古に参加していなければならない。

②ＪＴＡ白帯から昇段までの技術的履修課題を再修得していなければならない。

蹴武の型 南洲～武蔵

初級基本約束組手 １～１０

中級応用約束組手 １～１０

③再修得の客観的状況は、所属クラブ長が日々の稽古で確認し、受験許可を与えるものとする。

ただし、当該クラブ長が、再入門者黒帯復活審査を受験するための「クラブ内審査」の実施は禁止する。

第３条 再入門者黒帯復活審査の課題・手続き等

１，再入門者黒帯復活審査は、ＪＴＡ昇段審査時に行うものとする。

２，再入門者黒帯復活審査の課題は、次の通りとする。

①蹴武型 謙信、清衡、義家

②上級蹴美約束組手 １～１０

３，再入門者黒帯復活審査の手続きは次の通りとする。

①所属クラブ長の受験許可を受けなければならない。

②審査料は７０００円とする。ＪＴＡ審査会所定の振り込み口座に振り込まなければならない。

４，合否
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①ＪＴＡ本部ホームページの審査結果に合否を公表する。

②合格者は、初段復活とし、黒帯を締めることを許可する。

③不合格者は、再度、再入門者黒帯復活審査を受験しなければならない。

５，その他

①黒帯は新たに購入する必要はない。

②黒帯のサイズが体重増加等によってあわなくなり、新規の黒帯を希望する場合

イ 「ＪＴＡ昇段審査会要項」に記した「ＪＴＡ黒帯発注書」を作成、

ロ、合格発表後、所定の黒帯金額を審査料と同じ振り込み先に振り込み

二 「ＪＴＡ黒帯発注書」と「振り込み控え（コピー可 」を下記に普通郵便で郵送、 ）

〒１４４－００４５ 東京都大田区南六郷２－２７－６

（株）ＩＴＡ

以上


